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平成３０年度上半期活動状況報告 

－ １１月６日 － 

 １１月６日（火）東京アーバンネット大手町ビル東京會舘に於いて、午前１０時半より理事会に先

立ち正・副会長会議を開催、理事会の運営内容についての確認と今後の日食協活動についての

意見交換を行った。１２時より農林水産省食料産業局食品流通課の幹部のご臨席もいただき理事

会が開催された。 

 

國分晃会長挨拶 

 本日はご多用の中、またご遠方からも、ご参集をいただき誠にありがとうございます。 

とりわけ、農林水産省からは公務ご多用の中、食料産業局 食品流通課から宮浦課長様はじめ幹部

の皆様のご来臨を賜り、日頃のご指導と合わせまして誠に有難く厚く御礼申し上げます。 

 また、本日ご参集の皆様方には、日頃から全国各地におきまして日食協活動に多大なご協力をいた

だいておりますこと、重ねて心より厚く御礼申し上げます。 

 今年は豪雪に始まり、猛暑、豪雨、台風そして地震と大きな自然災害に見舞われ、皆様の企業も被

災されたところも多かったのではないかと思っております。心よりお見舞い申し上げます。自然災害だけ

をとりますと、日本は全政界で第３位のリスク大国ということで他の先進国とはだいぶ状況が違うようであ

ります。我々は円滑な食のライフラインを維持することを社会的使命として果たしていく役割があります

ので日頃から災害には万全の備えをしておくことが必要かと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 さて 安部総理は１０月１５日の臨時閣議で来年に予定される消費税の１０％への引き上げに万全の

対策をするよう指示を出されました。過去２回にわたって増税を延ばしてきましたので、２度あることは３

度あるということで、来年は参院選もあり消費増税をさけるのではないかという憶測から現場の準備がす

すんでいない実情ではございますが、今回は本気で消費税１０％と軽減税率制度の導入に向っている

と受け止めるのが自然ではないかと思います。政府の本気度を誇示するかのように需要の反動減を抑

える対策が連日報道され、なりふり構わないような感じすらいたしております。日本がはじめて体験する

軽減税率制度につきましては、標準税率か軽減税率かを分ける線引きでクイズ問題のような難しさや

複雑さがあり、税制は、シンプル・イズ・ベストといいますが、ほど遠いものがあります。ただ欠点はあって

も生活必需品への配慮から軽減税率の必要性を認めた以上は、多少の混乱を覚悟して複数税率のや

っかいさに慣れていくしかないと思います。弊協会では昨年から専門部会を組織して研究し「手引き」を

公開して周知して参りましたが、本日はそろそろ会社ごとに対応方針を決定しなければなない時期に

来ておりますので専門部会の座長として「手引き」をまとめられた三菱食品の大久保座長に業界として

の対応をご説明していただき皆様方の参考にしていただきたいと思いますますのでお聞き下さい。 

 また現行規定では軽減税率対策補助金の対象は中小企業・小規模事業者に限られておりますが、

大企業間でも軽減税率対象品目を扱う企業とそうでない企業ではシステム改修のコストは大幅に異な

ることが想定されますので、業態・業種間で大きな不公平感が存在することになります。したがって弊協
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会からの平成３１年度の税制改正要望書の中にこの項目を入れ大企業についても補助金の拡充を望

みました。 

 また今期業界の協調領域事業として取組んで参りました業界標準の「トラック入荷受付・予約システ

ム」の開発ですが、やや予定のスケジュールよりは開発が遅れ気味ではございますが、年度内にはキッ

クオフができるよう「使えるシステム」を目指して精進して参りますので引き続きご支援とご協力をお願い

します。 

そのほか本日は、皆様に上半期の活動状況をお聞き届けの上、下半期に対してのご指導をお願す

ることになりますが、ご審議ほどよろしくお願いします。 

はなはだ簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。 

 

理事会議事録  

開催日時 平成３０年１１月６日（火） １１時３０分～１４時００分 

場   所 ＬＥＶＥＬ２１ 東京會館シルバールーム 

東京都千代田区大手町２－２－２ アーバンネットビル２１階 

理事総数 ２３名 監事総数 ２名 

出席理事数 ２１名 出席監事数 ２名 

議   案 第１号議案  上半期の事業活動報告及び下半期事業活動に関する件 

第２号議案  その他 

開   会 奥山専務理事の司会により開会、はじめに配布した資料を確認、続いて國分晃会長よ

り開会に当たり挨拶があった。 

 

続いて司会者より本日の来賓者を紹介する 

 

農林水産省食料産業局食品流通課 課長 宮浦浩司様 

同じく 課長補佐 平野靖幸様 

同じく   （当社担当窓口） 係長 長束正則様 

 

引き続いて来賓を代表し、農林水産省食料産業局食品流通課宮浦課長より

挨拶があった。 

 

出欠状況   理事総数 ２３名  出席理事 ２１名  欠席理事 ２名 

監事総数  ２名  出席監事  ２名  出席計  ２３名 

 

司会者が資料に基づき出欠状況を報告、会の成立とともに定款第３１条第１項の規定に則り國分会長

に議長をお願いした。これを受けて議長は議事に入った 

 

第１号議案  上半期の事業活動報告及び下半期事業活動に関する件 

 

議長は第１号議案について報告するよう事務局に命じた。 

報告に際し奥山専務は、定款第２２条５項に規定されている会長・副会長及び専務理事の職務遂行状

理事会で挨拶する

農林水産省食料産
業局食品流通課長

宮浦浩司氏 
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況報告について当理事会における事業報告をもってこれにあてる旨

を説明し、続いて以下の事項を通して報告した。 

１ 会員動向 

２ 「消費税軽減税率対応企業間取引」第２版について 

３ 平成３１年度税制改革等に関する要望書について 

４ 消費税の価格表示に係る特例措置に関する要望書について 

５ 業界標準「トラック受付・予約システム」の開発状況について 

６ 会社法の改正に関する意見書のとりまとめについて 

７ 「フードバンク活動における食品の取扱いに関する手引き」の改正について 

８ ２０２０ＴＤＭ推進プロジェクトについて 

９ フードディストリビューション２０１８の開催結果 

10 ２０１８年度日食協低炭素実行計画」の調査票提出に関して 

11 上半期収支決算報告 

 

続いて議長は升本監事に対し、１１「上半期収支決算報告」に関する監査報告を求めた。 

升本監事は１０月１５日に事業活動の報告を受け、会計帳簿とそれに関する帳票・証憑について調査

を実施、対象事業期間の計算書類及び付属明細書について、すべて法令並びに定款に従い適正に

処理され、法人の財産及び損益について正確に示していることを認めたと報告した。 

ここで議長は、まず会員の動向に関し、報告された入退会の内容について了解かを尋ねたところ、満

場異議無しとの声と拍手をもって承認された。 

続いて上半期収支決算報告の内容について、質問、意見等を求めたが、満場異議無しとの声と拍手

をもって承認された。 

 

第２号議案  その他 

 

議長は第２号議案「その他」に関し、理事各位から発表事項はないか尋ねたところ、森山代表理事より

以下の二点発言があった。 

①メーカーと卸の間でシステム的な情報共有化が進んでおり、卸と小売間についても個々対個々のＥ

ＤＩ等の事例以外に業界協調の面からもう一歩踏み込んで一部でも共通プラットホーム化が進むこと

を期待する。 

②近年になく台風や地震による大きな被害があり、今後もこの傾向が続く懸念から、緊急時の重要品

目となる「ミネラルウォーター」「カップ麺」「パックライス」「缶詰」について自社は常備在庫をやや多め

にすることを検討する。会員各位にも検討を提案する。 

 

次に議長は事務局に対して、報告事項があれば報告するよう指示、事務局から今後の主なスケジュー

ルについて報告があった。 

理事会２０１９年３月２８日（木） 

理事会（書面決議）２０１９年４月 

理事会及び定時総会２０１９年５月２９日（水） 

これをもって議事のすべてが終了したので議長は理事会の終了を宣した。 

理事会 会場 
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